
ハラスメント相談窓口

〒113-8519  東京都文京区湯島1-5-45　電話：03-3813-6111（代表）

TMDU苦情相談（労働条件相談・ハラスメント相談）フローチャート

報告

相談員指定

職員等からの相談 学生等からの相談

※相談者が大学へ報告されることに同意しない場合は、原則、報告しない。
　（本人が同意すれば匿名で報告）

※結果に応じて、懲戒委員会設立

終了・解決

学長

学長報告

労働条件相談に関する委員会

苦情相談部長

苦情相談部・相談員

学生支援室
教員・カウンセラー

学生支援・保健管理機構相談員

外部窓口 (株)T-PEC コンプライアンス課 コアメンバー

解決しない場合解決する場合

必要と認めた場合

（職員等）労働事案等の労働条件相談 （職員・学生等）ハラスメント相談

教員人事担当理事 ※副学長等と連携して対応
ハラスメント調査委員会の設置必要有無、部局長対応相当か等判断し、

事後対策の検討や、環境改善・関係者への指導の要請等を行う（※学長へ適宜報告）

委員会設置相当の場合 部局長対応相当の場合

ハラスメント調査委員会
（事実関係の調査）

理事・副学長へ調査結果報告

部局長等に対して、対応措置、環境改善、指導に関する要請

●職員の場合
委託先の外部受付窓口に相談したい場合

専用フリーダイヤル 0120-560-872
WEB https://t-pec.jp/websoudan/

学内に直接相談したい場合

コンプライアンス課 harassment.adm@tmd.ac.jp

●学生の場合
学生・女性支援センター https://www.tmd.ac.jp/stdc/
学生の皆様ヘ　 本学では「教員のハラスメント防止のための学生指導上の基本的な考え方」を

定め、ハラスメント防止に努めています。あわせてご確認下さい。

職員向けページ

学生向けページ

教員のハラスメント
防止指針

国立大学法人 東京医科歯科大学

ハラスメント防止委員会

STOP
HARASSMENT

教育・研究・課外活動・職務等の関係において、相手に不快感や屈辱感、苦痛、不利益を与える不適切な言動のことハラスメントとは

「ハラスメントのない大学」
であり続けるために


